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２０１６年４月、障害者差別解消法が施行されました。この法律は、障害者の権利条約の批准

にあたり、必要な国内法の整備の一環として制定されたものです。正式名称は、「障害を理由と

する差別の解消の推進に関する法律」と言い、障害を理由とする差別を解消することを目的とし

ています。 

この法律名にある「障害者」とは、障害者手帳を持っている人だけではなく、身体障害のある

人、知的障害のある人、精神障害（発達障害、高次脳機能障害を含む）のある人、その他の心や

体のはたらきに障害のある人で、障害や社会の中にあるバリアによって、日常生活や社会生活に

相当な支障のある人（子供も含む）すべてが対象で、障害の社会モデルの考え方を踏まえたもの

になっています。 

この法律により、障害のある人（家族や介助者を含む）から、社会の中にあるバリアを取り除

くために、何らかの対応を必要としているという意思が伝えられた時に、負担が重すぎない範囲

で対応することが求められるようになりました。合理的配慮の提供です。役所等の行政機関や公

立学校は義務となりました。そして、２０２４年４月からは、会社やお店等の事業者においても、

合理的配慮の提供が義務化されることになっています。 

 

話は戻りますが、この法律の施行に先立ち、前年２

月に閣議決定された『障害者差別解消法の基本方針』

には、「法に規定された合理的配慮の提供に当たる行為

は、既に社会の様々な場面において日常的に実践されて

いるものもあり、こうした取組を広く社会に示すことにより、

（途中、略）取組の裾野が一層広がることを期待する」と

あります。 

このことを私たちの学校に当てはめてみます。する

と、合理的配慮の提供には新しい指導方法・内容が必

要なのではなく、学級間で、校内で、そして、学校間

で、合理的配慮の提供に関する情報交換をしていくこ

とが大切だと気付かされます。 

数年後、１０数年後には今以上に学校における合理

的配慮の取組が浸透し、広がっていくことにより、近

い将来に人々の多様性を相互に認め合える全員参加

型の共生社会が築かれていくことを願っています。 

＜引用＞ ・障害者差別解消法リーフレット（内閣府） 

     ・「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」（Ｈ27.2.24 閣議決定） 

「障害者差別解消法」は、共生社会の実現を目指しています！ 


